
機械安全推進特別委員

機械安全教育プログラムの開発部会

機械安全のための
教育カリキュラム用教材

－設計技術者編－

「第2章 機械に起因する労働災害」
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この章では、機械に起因する労働災害の現状を把握し、厚生
労働省の取組みについて学習する。

―労働災害の発生件数の傾向と内容

―安全方策の不備による災害

―厚生労働省の施策

学習のねらい・・・第2章 機械に起因する労働災害
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2.1 労働災害発生状況の推移
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死亡者数：1,000人を超える水準で推移

出典：厚生労働省資料 業種別死亡・死傷災害発生状況

48

＊無断転写、転載、翻訳複製を禁じます。



2.2 機械災害の現状
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機械に起因する労働災害が，
死亡災害の約３分の１，死傷災害の約４分の１を占めている。

約１／３

出典：厚生労働省 労働災害統計
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2.3 機械災害の型別発生状況
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機械災害の内，「はさまれ・巻き込まれ」による災害が，
死亡災害・死傷災害共に約３分の１を占めている。

出典：厚生労働省 労働災害統計
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2.4 設備安全方策の不具合に起因して
発生した災害

設備安全方策の不具合 件数（件） 比率（％）

① 固定式ガード 45 35

② 可動式ガード 67 52

③ ①＋②（ガード） 87 67
④ 保護装置 31 24

⑤ 制御システムの安全関連部 30 23

総計 102 79

※ 機械に起因する「はさまれ・巻き込まれ」と「激突され」による死亡災害129件の分析
※ ①から⑤は重複あり

適切な安全防護の
実施により８割近くの
機械災害を防止可

ガードを利用した対
策のみでも６割近く
の災害を防止可

出典：産業安全研究所特別研究報告
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2.5 労働災害防止のための施策

労働災害防止計画

• ○ 労働安全衛生法に基づき、労働災害を減少させるために厚生労働大臣
が重点的に取り組む事項を定めた計画

• ○ 昭和３３年以降、５年ごとに策定しており、第１２次労働災害防止計画の
期間は平成２５年度～２９年度

第12次労働災害防止計画

• 【目標】

• ○ 平成29年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少させる （平成
24年比）

• ○ 平成29年までに、労働災害による死傷者数（休業４日以上）を15%以上減
少させる （平成24年比）
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2.5 労働災害防止のための施策

第12次労働災害防止計画

重篤度の高い労働災害を減少させるための重点業種対策

• 製造業対策

• 【目標】 死亡者数を５％以上減少させる（H29/H24比）

• 機械災害防止対策の推進

• 死亡災害や障害の残る災害につながりやすいはさまれ・巻き
込まれ災害の防止を重点に、機械災害が発生した事業場にお
ける原因の究明と機械設備の本質安全化を図る。

• 機械設備の安全性に問題がある事案については、製造者等
の機械設備の提供者による改善を促進する。
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2.5 労働災害防止のための施策

第12次労働災害防止計画

発注者，製造者，施設等の管理者による取り組み強化

• 製造段階での機械の安全対策の強化

• 機械の本質安全化の推進

• 設計・製造・改造時のリスクアセスメント,残留リスク情報提供措置の強化

• 一定水準の安全基準・規格が確保された機械の使用を奨励

• 機械災害の公表制度の導入

• 機械の重大な欠陥により発生した労働災害の内容の公表を検討

• 誤った使用方法により発生する労働災害事例を公表

• 機械等の技術基準の見直し

• 技術の進歩に合わせた関係法令の見直しとJIS規格等の積極的な引用
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2.5 労働災害防止のための施策

第12次労働災害防止計画の現状（平成26年）

（ ）内は平成24年との比較

出典：厚生労働省資料 第12次労働災害防止計画の実施状況（平成26年分）
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2.5 労働災害防止のための施策

第12次労働災害防止計画の現状（平成26年）

出典：厚生労働省資料 第12次労働災害防止計画の実施状況（平成26年分）
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2.5 労働災害防止のための施策

機械災害に対するその他の施策

• 平成19年7月

• 機械の包括的な安全基準に関する指針の改正

• ⇒ 機械の製造等をする者は、機械の製造等の段階においてリスクアセスメ
ントを実施し、それに基づく残留リスク情報等を，機械を使用する事業者に
提供する。

• 平成24年4月

• 労働安全衛生規則の改正

• 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針

• ⇒ 機械の譲渡者または貸与者が使用事業者に残留リスク情報等を提供す
ることを努力義務化
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2.5 労働災害防止のための施策

機械災害に対するその他の施策

• 平成25年10月

• 労働安全衛生規則の改正

• ⇒ 傷害を伴う災害が多発している食品加工用機械について，危
険な部分への覆い等の設置を義務化

• 平成26年4月

• 設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育実施要領

• 機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促
進要領
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2.6 事故事例:加工食品工場で食品攪拌装置
の洗浄作業中攪拌羽に巻き込まれ死亡

発生状況：

この災害は、加工食品工場で食品攪拌装
置の洗浄作業中に発生したものである。
災害発生当日、作業者Aは加熱室にある
ニーダー（U字型の蒸気二重ガマ）を使用

し同僚とともに煮込みの調味加熱作業を
行っていた。・・・

出典：厚生労働省 職場のあんぜんサイト
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